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タブレット型端末（Chromebook）の家庭持ち帰りと管理について（お願い） 

本校では、市の「東村山スマートスクール構想」に基づき、タブレット型端末の利活用を推進しております。

夏季休業期間においては、端末を活用した家庭学習の充実や児童の興味・関心に基づく探究的な学習を推

進することなどを目的に、端末の家庭持ち帰りを行います。 

つきましては、下記をご確認いただき、夏季休業期間中の端末の管理についてご協力をお願いいたします。

また、児童に本校の「タブレット型端末活用のルール」を、改めて指導しています。ご家庭におかれましても、児

童がルールを守って端末を使用することができるよう、ご指導をお願いいたします。 

※下記は、既にご提出いただいた「タブレット型端末（Chromebook）の貸与等に関する同意書」から一部抜粋し

た内容になります。 

記 

１ 貸与物品について、他人への転貸（また貸し）や転売をしないでください。 

２ 公序良俗に反することや、違法行為、極端な生活リズムを崩すような利用はしないでください。東村山市に

おいて端末の通信記録や、Webアクセスの履歴を調査・確認することがあります。 

３ 家庭での利用における、端末の充電に係る費用、及び、インターネット接続に係る通信料金（Wi-Fi通信に

係る費用を含む。）については、ご家庭でご負担をお願いします。 

※充電に関しては、１回の満充電で、１１時間程度の利用が可能です。 

４ 精密機器につき、丁寧・適正な取扱いをお願いします。乱暴に取り扱ったり故意に破損させたりしないでく

ださい。 

５ 管理のために、複数のシールを貼付けておりますので、はがさないでください。なお、機器の利用に支障を

きたす恐れがあるため、私的なシール等は貼付けないでください。 

６ 故障、破損、紛失、盗難等の事由が生じた場合は、速やかに学校に申し出た上、指示に従ってください。 

なお、盗難等の被害にあった場合には、警察に届け出て、その証明を受けてください。 

※夏季休業期間中、学校で対応ができるのは、日直の先生が勤務している日・時間内に限ります。 

※端末の操作方法について質問がある場合は、ICT支援員の勤務日にお聞きください。 

夏季休業期間中のＩＣＴ支援員の勤務日 

① ７月２５日（月）  ② ８月２日（火）       ③ ８月１６日（火）     ④ ８月２６日（金） 

７ 児童・生徒、保護者において、故障と判断しても、勝手に修理はしないでください。 

８ 貸与物品の利用にあたって 

・ 学校が認めた学習以外の目的で使用しない。 

・ 学習に関係のないWebサイトの閲覧は行わない。 

・ アカウント（ＩＤ、パスワード等）は、利用者が管理するとともに、その情報を他者に漏らさない。 

・ アカウントを、他者に使用させ、又は、転貸しない。 

［担当］東村山市立東萩山小学校  副校長 房田 健  電話：042-３91-8119 


